
みなさま、こんにちは。

かんぽ生命保険経営企画部ＩＲ室長の伊牟田でございます。

本日はお忙しいところ、かんぽ生命の会社説明会をご視聴いただき、誠にあ
りがとうございます。

約30分というお時間ではございますが、当社について、皆さまのご理解を一
層深めていただける、そのような機会になれば、幸いでございます。

 １ページをご覧ください。



 本日の流れをまとめております。

 はじめに、「かんぽ生命の事業の特徴」について、数字をまじえて説明いたし
ます。

 次に、 「2022年度第３四半期決算の概要」について、新たな株主還元方針
や新型コロナウイルス感染症への対応などにも触れながら、説明いたします
。

 最後に、2021年５月に公表いたしました、2021年度から５年間を計画期間と
する「中期経営計画の進捗」について、主要な取組実績や今後の取り組みな
どを説明いたします。



 それでは、最初に、「かんぽ生命の事業の特徴」について、説明いたします。

 ３ページをご覧ください。



 当社の特徴を示した数字を１ページにまとめております。

 当社は、「1916年（大正５年）」創業の簡易生命保険事業を前身として、全国
津々浦々、「２万局」を超える郵便局ネットワークを通じ、

およそ「2,000万人」のお客さまに、養老保険・終身保険を中心とした簡易で
小口な商品と各種サービスをご提供する生命保険会社です。

 総資産は2022年12月末現在「63.4兆円」、2022年度第３四半期純利益は「
762億円」と、安定的な利益創出を実現しております。

 また、保険金・年金・給付金については、2022年度に「3.7兆円」をお支払して
おり、全国のお客さまに保険金をお支払いすることで、お客さまの人生をお
守りしています。

 詳細は、次のページ以降で説明いたします。

 ４ページをご覧ください。



 「日本（にっぽん）郵政グループにおける当社の位置付け」について、説明い
たします。

 当社は、日本（にっぽん）郵政グループの主要３事業の一つである生命保険
事業を営む会社であります。

 郵政民営化により日本（にっぽん）郵政の100％子会社として設立され、２度
にわたる株式の売出しと、自己株式の取得などにより、日本（にっぽん）郵政
による保有割合は50％を切るところまで低下しております。

 それによって、これまで課されていた郵政民営化法による商品開発などの新
規業務に関する規制が緩和されました。従来、商品開発を行う際に必要とさ
れていた、郵政民営化法上の認可取得が不要となり、届出制へと変更され
ております。

 これまでと比較して、新たな商品・サービスの開発が行いやすい環境となり
ましたので、届出制への移行は、当社のビジネスにおいて非常に大きな意
味を持つ変化であります。

 ５ページをご覧ください。



 つづきまして、当社の「事業規模」について、説明いたします。

 画面左側には、当社の顧客基盤をお示ししています。

 かんぽ生命にご加入いただいているお客さまは、約2,000万人いらっしゃり、
日本の総人口の約２割が当社にご加入いただいている計算になります。

 画面右側には、保有契約年換算保険料の業界シェアをお示ししています。

 保有契約年換算保険料とは、生命保険会社が保有契約から１年間に得られ
る保険料の金額を表しており、生命保険会社の業績を示す指標の1つです。

 当社の保有契約年換算保険料は、2022年９月末現在約3.3兆円、シェア14.6
％と国内最大級の規模を有しております。

 ６ページをご覧ください。



 つづきまして、当社の「主要な販売商品」について、説明いたします。

 かんぽ生命の商品は、加入に当たり医師による診断書が不要（無診査）で、
病歴などの告知のみでお申し込みが可能など、簡易な手続きで小口の特長
があり、養老保険、終身保険などの基本契約に、ケガや病気に対する医療
保障を特約として付加する商品構成となっております。

 右の図では、基本保障300万円に医療保障500万円を付加した例を示してお
ります。これまで特約の保険金額は基本保障と同額までに制限しておりまし
たが、 2022年4月に販売開始した新特約では、基本保障の基準保険金額の
5倍の範囲内で医療特約にご加入いただけるようになりました。



 つづいて、2022年度第3四半期決算の概要および業績見通しについて説明
いたします。

 ８ページをご覧ください。



 まずは、契約の状況について説明いたします。

 2022年度第3四半期の個人保険の新契約年換算保険料は、前年同期比
44.4%増の496億円となり、緩やかな回復にとどまっております。

 今後は、のちほど説明いたします、2022年４月から始動しました新しいかん
ぽ営業体制の定着や新商品の開発などにより、さらなる回復を目指してまい
ります。

 ９ページをご覧ください。



 2022年度第3四半期末の個人保険の保有契約年換算保険料は､

3兆2,956億円となり、前期末から6.9％減少しました。

 １０ページをご覧ください。



 2022年度第３四半期末の個人保険の保有契約件数につきましても、前期末
より、6%減少し、2,143万件となりました。

 生命保険事業は、保有契約が主な収益源となりますので、中期経営計画に
掲げる、保有契約2,000万件以上を目指し、持続可能な事業基盤を構築して
まいります。

 １１ページをご覧ください。



 つづいて、当社の運用利回りと平均予定利率について説明いたします。

当社では、昨今の超低金利環境の継続を受け、資産運用の多様化を進めて
まいりました。

 2022年度第３四半期は、為替に係るヘッジコストの増加などにより、利子利
回りは1.82％となりました。

 また、当社がご契約者の皆さまに予めお約束する運用利回りとなります、平
均予定利率は1.67％となりました。

 これらの結果、順ざやは、2021年度第３四半期と比較して、168億円減少し
607億円となりました。

 なお、有価証券売却損の増加などによる592億円のキャピタル損、371億円
の為替に係るヘッジコストが発生しておりますが、これらに対しては法令など
に基づき保険会社が積み立てている価格変動準備金の取り崩しにより、当
期純利益への影響を中立化しております。



 つづいて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響と当社の取り
組みについて説明いたします。

 １２ページをご覧ください。

 これまで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、個人の生活、企業経
営に多大な影響をもたらしてきました。

 このような非常事態下において、当社では、生命保険会社としての社会的
使命・機能を確実に果たしていくための取り組みを継続してまいりました。

 当社では、当該感染症に対する非常取扱いとして、郵便局等で請求を受
け付けた翌営業日に口座に着金する即時振込の実施や、お亡くなりになっ
た場合における保険金の倍額支払などを行ってまいりました。

 なお、9月26日以降のみなし入院による入院保険金については、政府より、
当該感染症に係る発生届の範囲を全国一律に重症化リスクの高い方に限
定する旨が公表されたことなどを踏まえ、支払対象の見直しを行っており
ます。

 １３ページをご覧ください。



 つづいて、連結当期純利益の推移について、説明いたします。

 2015年度の上場以降、純利益は堅調に推移しておりますが、2019年度から
2021年度の3年間については、新契約の減少に伴う事業費の減少や運用環
境の好転に伴う資産運用収益の増加など一時的な要因の影響により、短期
的に当期純利益が大きく増加したものとなっておりました。

 2022年度は、業績の主要な変動要因となります新型コロナウイルス感染症
に係る保険金の支払の増加とキャピタル損益の悪化に対し、内部留保（危
険準備金および価格変動準備金）を活用することにより業績への影響が中
立化されるものの、保有契約の減少等の影響により、第3四半期純利益は
762億円となりました。

 一方で、業績予想については、運用環境が好転したことにより資産運用収益
が増加する見込みであること、事業費が減少する見込みであることなどから
、2月14日に通期業績予想を当初予想の710億円から870億円に上方修正い
たしました。



 つづいて、株主還元について、説明いたします。

 １４ページをご覧ください。

 当社では株主の皆さまに対する利益の還元を、経営上、最も重要な施策の
ひとつとして位置づけ、上場以降、１株当たり配当金を安定的に引き上げる
とともに、資本効率の向上や株主還元の強化を図るため、自己株式の取得
を実施してまいりました。

 当社は、中計期間における、株主還元方針について、これまで、原則として
減配を行わず、増配を目指す方針を、お示ししておりました。

 これに加えて、株主の皆さまに対する、柔軟な利益還元を図るため、2022年
5月に新たな株主還元方針として、機動的な自己株式取得などを行い、中期
平均40～50%の総還元性向を目指すことを決定いたしました。

 １５ページをご覧ください。



 1株あたり配当および自己株式取得について説明いたします。

 当社の株主還元方針に基づき、2022年度の1株当たり配当は92円を予定し
ております。

 また、2021年度における株主還元として、2022年8月に、350億円を上限と
する自己株式の取得を決定し、2021年度の総還元性向は45%程度を想定し
ております。

 今後も、株主の皆さまに対する利益還元を、経営上、最も重要な施策の一
つと位置づけ、健全性を確保しつつ、安定的な利益還元を行ってまいりま
す。



 それでは、「中期経営計画の進捗」について、説明いたします。

 １７ページをご覧ください。



 2021年度から5年間を計画期間とする中期経営計画では、お客さまから
真に信頼され、生命保険会社として本来あるべき姿に「再生」すること、

 また、お客さま体験価値を最優先とするビジネスモデルへの転換を果た
し、持続的に「成長」していくことを目指しております。

 １８ページをご覧ください。



 2022年度は、「再生」と「成長」の実現に向け、「信頼回復に向けた取り組み」
や「事業基盤の強化」、そして「お客さま体験価値（CX）の向上」や「ESG経営
の推進」に力を入れてまいりました。

 本日はポイントを絞り、「新しいかんぽ営業体制の始動」、「お客さま体験価
値の向上」に向けた取組みなどについて、説明いたします。

 １９ページをご覧ください。



新しいかんぽ営業体制について、説明いたします。

 2022年4月より、当社内に「かんぽサービス部」を新設し、日本（にっぽん）郵
便よりお客さま宅を訪問する社員であるコンサルタントが同部に出向してお
ります。

 これにより、コンサルタントは当社商品とがん保険のご提案に専念するととも
に、かんぽ生命が直接マネジメントする販売チャネルを拡大しました。

 コンサルタントに対して、当社が直接きめ細やかな育成・指導をすることで、
高い専門性やノウハウを持った人材を育成するともに、郵便局窓口では幅
広い金融商品を提供することにより、グループ一体での総合的なコンサルテ
ィングサー ビスを提供してまいります。

 さらに、お客さまお一人おひとりに対して、ご提案からアフターフォローまでを
、継続的に対応する担当者を設ける、お客さま担当制を開始し、お客さまと
の長期継続的な信頼関係作りを、スタートさせております。

 ２０ページをご覧ください。



 つづいて、保険サービスの方向性について、説明いたします。

 中期経営計画でお示ししているとおり、あらゆる世代のお客さまニーズにお
応えし、世代をつなぐ、かんぽらしい商品・サービスを提供してまいりたいと
考えております。

 2023年４月には、教育資金の準備ニーズにお応えするため、学資保険の改
定を予定しております。当社は学資保険を青壮年層のお客さまの開拓の起
点として位置づけており、保険料率の引き下げを行うことにより受取総額の
戻り率を改善し、商品の魅力度を高めております。

 今後も、世代をつなぎ顧客基盤の拡大に寄与する保険サービスや多くのお
客さまの保障ニーズにお応えする保険サービスを開発し、お客さまに提供し
ていきたいと考えております。

 ２１ページをご覧ください。



 つづいて、資産運用の深化・高度化について説明いたします。

 今後も引き続き、保険金のお支払を確実に行うため、国内債券を中心とした
安定的な運用を基本としつつ、オルタナティブなどの投資領域毎とポートフォ
リオ構築の両面から深化・高度化してまいります。

 具体的には、リスク対比のリターンを追求するため、市場環境を注視しつつ
、リスク許容度の範囲内で段階的に収益追求資産への投資を拡大し、総資
産に占める割合を、中計期間中に18～20%程度まで高める見込みです。

 足元の運用状況については、為替に係るヘッジコストの上昇を踏まえ、ヘッ
ジ付外債の残高を削減し、円金利資産へのシフトを段階的に行っております
。

 ２２ページをご覧ください。



 一方で、プライベートエクイティなどのオルタナティブ投資については、戦略
分散・地域分散を図りながら、リスク許容量と投資機会に応じて、段階的に
残高を積み上げる方針を継続しております。

 右下のグラフに記載のとおり、オルタナティブ資産については、2022年12月
末において、約1兆2,768億円と総資産対比で2%まで積み増しを進めておりま
す。

 ２３ページをご覧ください。



 次に、「お客さま体験価値の向上」に向けた取組みについて、説明いたしま
す。

 中期経営計画では、デジタル化を推進し、お客さま体験価値（CX）を最優先
とするビジネスモデルへと大きく転換することを目指しております。

 ４つの柱である「一人ひとりに寄り添う適切なご提案」、「その場で完結する
簡便な手続き」、「チーム一体のきめ細やかなサポート」、「アフターフォロー
の充実」に基づき、各施策を順次進めており、リアルとデジタルを融合させ
ながら、サービスの充実を図ってまいります。

 具体的には、遠方にお住いのご家族等にもオンラインにて同席いただける
仕組みの検討やインターネット上で入院保険金・手術保険金を請求いただ
ける仕組みを順次導入しております。

 お客さまに感動いただけるサービスを提供することで、お客さま満足度を高
めるとともに、そのご評価を波及させ、お客さまを広げていきたいと考えて
おります。

 ２４ページをご覧ください。



 「お客さまの生活に寄り添うサービスの創出」について、説明いたします。

 生命保険はお客さまとの長期の契約になるため、ライフイベントや生活のお
悩みに寄り添うサービスを提供することで、当社のお客さまも直面している、
少子高齢化や健康などといった社会課題の解決を目指しております。

 2022年10月には、終活・相続サービスの一環として、株式会社ファミトラと提
携した「家族信託サービス」の提供を開始しております。

 今後も、サービスの提供を通じて、かんぽ生命をより身近に感じていただき、
更なる信頼関係を構築することで、保険ビジネスの成長につなげていきたい
と考えております。

 ２５ページをご覧ください。



 つづいて、ESG経営の取り組みについて、説明いたします。

 当社の持続的な成長とSDGsの実現を目指して、保険サービスの提供や地
域と社会の発展・環境保護への貢献など、優先的に取り組む社会課題（マ
テリアリティ）を特定しました。

 マテリアリティへの対応として、TCFD提言に沿った気候変動への対応に関
する情報開示などに取り組んだ結果、当社は、ESG投資の代表的な「２つ
の株価指数」の構成銘柄に選定されております。

 ２６ページをご覧ください。



 それでは最後になりますが、中期経営計画の「再生」と「成長」を柱とする取
り組みを確実に実行し、安定的な利益創出による企業価値の向上を実現す
ることで、株主の皆さまへの安定的な利益還元を目指していきたいと考えて
おります。

 今後とも、生まれ変わろうとしているかんぽ生命をご支援いただくとともに、
ご期待をお寄せいただきますよう、心よりお願い申し上げます。

 以上で、わたくしからの説明を終わります。

 ご清聴いただき、ありがとうございました。




















